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同 意 書 

Letter of Consent 
 
名古屋大学から推薦を受けて           （以下，本奨学金）を申請する

にあたり，名古屋大学の規定に従って下記の事項に同意します。 

In order to apply for the _______________________ with the university’s 
recommendation, I agree to the following conditions set by Nagoya University. 
 

記 Terms 
 

1．受給期間が本奨学金と重なる他の奨学金*に応募し，両方に採択された場合でかつど

ちらかの奨学金が併給を禁止している時は，いかなる理由に関わらず，他奨学金を

辞退して，本奨学金を受給すること。 

If I apply for any other scholarships* during the period in which I am applying for this 
scholarship, and I am selected for any other, and there is a prohibition against receiving 
multiple scholarships at the same time, regardless of reason, I must refuse the other 
scholarship(s) and take only this scholarship. 
*本奨学金財団が「東海国立大学機構メイク・ニュー・スタンダード次世代研究事業」，

「名古屋大学融合フロンティアフェローシップ事業」又は「東海国立大学機構融合

フロンティア次世代研究事業」等の経済的支援事業との併給を禁止している場合は

本項目の適用対象とする。 
*This also applies to financial support such as "Make New Standards Program for the Next 
Generation Researchers", "Nagoya University interdisciplinary Frontier Fellowship" and 
"THERS Interdisciplinary Frontier Next Generation Researcher". 

 

2. 本奨学金の受給期間が満了するまでは，他奨学金を受給することを理由に，受給辞

退しないこと。 
If I am accepted by another scholarship during the period while I am still receiving this 
scholarship, I must not cancel this scholarship. 

 

3．奨学金支給財団の定める規定を正しく理解するとともに，奨学金支給団体の求めに

応じて奨学生としての義務を果たすこと。 

 Along with completely understanding the rules regarding the foundation providing the 
scholarship, I will assume any obligation of a scholarship recipient and comply with the 
foundation’s request. 

 
 
20  年  月  日 
Year 20_  _ Month ___ Day ___ 
 
 

学部/専攻・学年 
School/Major Year:                  
署名 
Signature:                      



※本同意書の原本は、両面印刷にて学生交流課までご提出ください。 

裏面同意書の第 1 項について，次に例示したケースはいずれも大学推薦をする本奨学金

の辞退はできません。（ここでは，便宜的に本奨学金を A 奨学金，他の奨学金を B 奨学

金と呼称します。） 
 

1．受給期間が本奨学金と重なる他の奨学金*に応募し，両方に採択された場合で

かつどちらかの奨学金が併給を禁止している時は，いかなる理由に関わらず，

他奨学金を辞退して，本奨学金を受給すること。 
 
＜例＞ 
B 奨学金に応募→A 奨学金に応募→B 奨学金に採用→A 奨学金に採用 
B 奨学金に応募→A 奨学金に応募→A 奨学金に採用→B 奨学金に採用 
A 奨学金に応募→B 奨学金に応募→A 奨学金に採用→B 奨学金に採用 
A 奨学金に応募→B 奨学金に応募→B 奨学金に採用→A 奨学金に採用 
 
なお，原則として，次の例示のように，本奨学金（A 奨学金）の採択決定前に，他の奨

学金（B 奨学金）の採択が決定した場合でも，既に本奨学金の選考が開始されている場

合，本奨学金を辞退することはできません。 
 
＜例＞ 
B 奨学金に応募→A 奨学金に応募→B 奨学金に採用（→A 奨学金結果通知） 
A 奨学金に応募→B 奨学金に応募→B 奨学金に採用（→A 奨学金結果通知） 
 
 
また，同意書でいう他の奨学金には，「東海国立大学機構メイク・ニュー・スタンダード

次世代研究事業」，「名古屋大学融合フロンティアフェローシップ事業」，「東海国立大学機構

融合フロンティア次世代研究事業」，独立行政法人日本学術振興会（JSPS）特別研究員又は

卓越大学院プログラム等の，奨学金という名称ではないその他経済的支援事業も含みます。 
 

 

 

 

学生交流課長 殿 

 

裏面同意書及び上記内容について，教務担当課及び指導教員から被推薦学生に指導した

上で，同意を得ていることを報告します。 

 

 

教務担当課長 

                    


